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タイにおける ｢革命団布告｣の政治機能

- 73年 ｢10月政変｣の背景についての一考察-

矢 野 暢*

Politicsby"RevolutionaryPartyEdicts"in Thailand

by

ToruYANO

ThisarticleistoanalizetheuniquePatternOfpoliticalleadershipwhichcame

intobeinginThailandinOctober1958andwasreproducedinanidenticalpattern
inNovember1971. Inbothcases,Thailandwasruledwithseriesof♪rakaator

edictsproclaimedbytheRevolutionaryParty(khana-pathiwat),whileconstitutions
andallotherdemocraticdeviceswereabolished.

Theruleby RevolutionaryPartyEdicts,whichcarriestheimpressionofan

atavisticreturntothepatternofruleintheperiodofabsolutemonarchy,reflects,
andistheproductof,theunlquepoliticalclimatewhichprevailedinThailandafter

1957withSarit'Semergence.Hewasresponsibleforintroductionofastyleofrule
basedonpaternalism,arbitrarinessandeliminationoftheheterodox,and,tothis

effect,heneededrevivalofthetraditionalpatternofrulebyarbitrarylegalprocla-
mations.Than〇〇m followedintheSarit'spathandproclaimed364edicts,whilehis

predecessorproduced57. ThelegalvalidityofthoseEdictsisveryproblematic.

h practice,however,theyareconsideredashavingthesamelegitimacyasordinary

acts(phraraatchabanyat).

Inthisarticle,theauthortriestopresentdifferentaspectsofpoliticalaswell

aslegalfunctionsoftheRevolutionaryPartyEdicts.Bydoingso,hehopesto

clarifysomecharacteristicsofthepoliticalprocesswhichfinallyledtothefallof

theThan〇〇m'sreglmein1973.

は じ め に

1958年10月20EHこ始まるタイにおける r革命団布質 (prakaatkh〇〇ngkhana-pathiwat)｣に

よる統治は, タイの独裁政治の 一つの極限型態を あ らわす ものとして 注 目に値するものであ
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る｡1'サ リットが57布告, タノ-ムが364布告を発Lた革命用布苦は,そのほ とんどが現行法 と

して法的効力を保 っている｡ クーデタを挙行 した権力集団の発するあ りふれた布質が,なぜ制

定法 と同等の法的規範力を もつか 自体が,大 きな問題を投げかける什 である｡

本稿では,まだほ とんど研究 されていないタノ-ムの革命団布告を素材にとりあげ, サ リッ

トの革命団布告 との対比においてその特質を探 り, 同時に革命岡布質による統治が どのような

メカニズムで行なわ′れたか, その政治過群の特質を もあわせて検討 してみたい｡ タノ-ムの革

命岡布鮎 二よる統治は,1971年11月17旧 二始まF)72年12月15旧 こ一応終わるが, その後の臨時

憲法発布後の政治過程 とともに, 実は73年10月に発生する政変の背景をなす ものとして,新た

な歴史酢 意義を帯びるに至 っている｡ その意味か FJも, タノームの革命印布質の研究は, きわ

めて重要な今 日的意味をもつのである｡

紙幅の都令 もあ り, ここでは革命団布告の政治機能を分析する上での着 目点ない し理論的秤

組みを提示するだけに留めたい｡

1 1971年11月の政変

●●●●
｢革命団布告｣による統治は, サ リットの場合 もタノームの場令 も,権力担当者が上か らの

実力行使 (coupdemain) を行ない, 立憲民主制の全制度を廃棄す ることによって始まって

いる｡

1971年11月17日, タイで大 きな政変が発生 した｡ この日の午後 7時,陛 ･海 ･空の三軍およ

び警察か らなる, タノーム ･キテ ィカチ ョーソ (Than〇〇m Kittikhac〇〇n) 元帥の率いる ｢革

命団 (khana-pathiwat)｣ が一一万的な権力行使によって支配の全権を掌握 した｡ これは一種の

上か らのク-デタであ り, これに よ-つて, 1968隼以来続いてきた議会制民主主義に終止符が打

たれ, タイは再び軍部独裁に戻ることになったO この政変は,午後 8時の全国向け ラジオ放送

で国民に伝え られたので, 一部の新聞は, rラジオ放送に よる革命 (kaan-pathiwat thaang

withayu)｣ とい う表現を用いさえ した｡2)

牛後8時以降,革命間はタノームの名前で一 連の 仁革命卜昭 雄i-｣を発しは じめ,午後 8時11

1) サ1)ットの革命団布告に関するほとんど唯一の研究として,矢野暢 ｢タイ国の政治指導の特性- サ
リットの 『革命団布告』を主題に- ｣ 『アジア経済』第12巻第7号所載がある｡

本稿ではタノームの革命団布告の原資料としては,タイ王国官報 (Raatchakitcaanubeeksaa), 1971

年11月18日付 (88r〇〇.C〇〇.1,t〇〇nthii124(chabapphiseet))以降掲載のもの,および,raithasa-
Phaasaan,piithii19,Chabapthii12以降毎号掲載のもの(この雑誌は革命団布告の研究には不可欠で
ある),そしてNiithiweet版 Ruam prakaatkh〇〇ngkhana-pathiwatchabap1thdngchabapsutthaai

(Bangkok,1973,全1,289ペ-ジ)を用いる.

71年11月政変発生直後より貴重な各種資料を現地から送ってくださったチュラーロンコーン大学政治

学部教授 KhienThiirawit氏,同 PrasaatYamklinfung氏,同 KramonThonthammachaat氏その
他に心から感謝の意を表したい｡

2) cf.SayaamRat,1971,ll.18日付参照0
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文献1 5人以上の集会結社を禁ずるサリットの革命団布告第13号

分付けで戒厳令を施行 (布告第 2号)3', さらに 1968年の仏暦2511年 タイ王国憲法の廃棄およ

び内閣,上下両院の解散を断行 した (布告第 3号)｡

17日の うちに, さらにい くつかの革命団布告が発せ られている｡ 布告第 4号は,戒厳令施行

時間以後の 5名以上の政治的集会を禁 直し,布質第 5号は, 物資の退蔵 と商品価格の値 上げを

禁ず る趣旨U)もcJ)であー〕た {〕

次いで,布醤第 6号では, 革命団による今回の権 力掌握の理由が詳細 こ説明 された｡ この日

の一連の革命団布哲は, その第 6号,お よび政変の成就を報 じた布告第 1号が とくにそ うであ

るが,文章表現のスタイルや全体の構成に新鮮 さがみられず, 1958年のサ リットによる上か ら

の ク-デタのときの一連の布告に酷似 していた.4)事実, 政変のすべての経過が 1958年の事件

3) 革命団布告の第2号が出たあとの段階で,革命団は内務次官プアン･スワンナラット(PuangSuwan-
narat)の名前で全国の県知事にあてた訓令を発し, 県知事と郡長は ｢革命｣の趣旨をすべからく全国

民に周知徹底させるよう命じている｡

4) ｢革命｣初期におけるサリヅトおよびタノームのそれぞれの革命用布哲の類似の組み合せを求めると,

以下のようになる｡
サリット タノ-ム 内 海

第1号 第 1号 権力掌握の告示

第 2号 第 6号 権力掌握の事由説明

第3号 第 3号 憲法,両院,内閣の廃止 (次ページにつづく)
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文献2 5人以上の集会結社を禁ずるタノ-ムの革命団布告第4号｡サl)ットの

布告第13号との類似性が印象的である｡

とまった くよく似た具合に, まった く平穏裡に展開 した｡

革命団布告第 6号の抽象的な説明か らほ, 政変発生の具体的な背景を読み とることは不可能

である｡5)政変の背景にはなにがあ ったのであろ うか｡ 一言で捉えると, それは タノーム内閣

が直面していた深刻な政治指導危機であった｡

(注4つづき)第 5号 第 6号 物価値上げ,物資退蔵禁tL

第6号 第2号 戒厳令,軍事法廷施行

第8号 第9号 政党法廃止

第12号 第12号 共産主義活動防止法の強調

第13号 第4号 5人以上の集会結社の禁也

タノームがサリットの初期の革命団布告を大綱において模倣したことは大いにありうることである｡

ただ両者の頬似はこれまでであって,第Ⅳ茸に詳説するように,タノ-ムの革命団布告はまったく独自
の展開をみせる｡

5) 革命団布告第6号と並んで,革命間の側からの事由の説明としては,18日にタノーム白身が行なった

演説が重要である｡ この中で,タノームは,まず第一の理由として,国際社会の中国問題にたいする態

度が変わ り始めたことをあげ,三百万の華僑をもつタイにとってそれが東大な意味をもつことを指摘し

ている (cf･Ratthasaphaasaan,pi主thii19,chabap･thii12,pp.149-151)｡しかしながら,国際情勢

が政変の契機ないし動機として決定的な条件となったとは考えられない｡

政変の背景に関するタイ字紙の解説は,ほとんど布告第6号の反覆である｡ただ,DeeliNiw(Daily
News)紙11月20日付は貴重な資料を多く掲載してお り見逃すことはできない｡
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タノームの政治指導の自由を阻害 した具体的要因としては, まず第一に立法府と政府 との不

調和があ り,なかんず く1972年度国家予算の審議の過程でそれは深刻な影を投 じていた｡立法

府自体が多 くの政治的系列を含んでいたため,全体 として円滑な機能を果たしえなかった.節

二に,よ｢)決定的な要因としては, 内閣内部の意見の対立の探刻化とい うことがあった｡タノ

ームの内政政策のあ り方に異を唱え続けた スキ ット(SukitNimanheemin)文相らに加えて,

タナ ット･コーマソ (ThanatKh〇〇man)外相が中国問題で独走し,6)ブソチャナ (Bunchana

Atthak〇〇n) 経済相は回想録出版問題で 閣内で反感を買い,7)71年11月段階で内閣は内部のま

とまりをまった く喪失 していた｡そのほか二義的なものではあれ見逃せない要因としては,与

党内部における派閥抗争の激化,8)野党勢力の増大, マスコミ世論の政府批判などがあ り, い

ずれにしても,タノーム政権は強力な政治指導の実権を失いつつあった｡

11月17日の ｢革命｣は,そのような政治の文脈においては, タノームによる政治指導の実権

回復のために急拠断行されたせっはつまった措置であった(〕 したがって,革命団の統治方針が

強力な政治指導をもたらす方向に流れたのは当然の成 り行きであった｡政変後,タイの権力の

核心は,い うまでもなく革命団の領袖が占めることになった｡9)政変翌日の18日, 革命団の幹

部として次の8名がタノ-ムによって選ばれた.

プラパー ト･チャールサティアン (PraphaatCaarusatllian) 陸軍大将------革命団副議

長兼軍事関係司令官

ポ ット･サ-ラシソ (PotSaarasin)-----革命団議長補佐

プラスー ト･ルチラウォン (PrasaatRucirawon)警察大将-----･民事関係司令官

タウィ- ･チュソラサ ップ (ThawiiCunlasap)空軍大将---･･･-軍事関係副司令官

ブソチュ一 ･チャンタルべ-クサ- (BunchuuCantharubeeksaa)空軍大将--･--･軍事関

係司令官補佐

タウィソ･ラーヤナ一一ノン (ThawinRaayanaanon)海軍大将---･--軍事関係司令官補佐

タウィン･スソトーソサ-ラ トゥ-ソ(ThawinSunthoonsaarathuun)----･･-民事関係副

司令官

クリット･シーワラー (KritSiiwaraa)-----革命団事務局長

6) アジア経済研究所 『アジア動向年報』1971年版,pp.332-333参照｡

7) cf."Bunchana'sChallenge/'TheFarEasternEconomicRevieuJ,Vol.LXXrv,No.48(Nov.27,
1971),pp.6-7.

8) DavidMorell,F'Thailand:MilitaryCheckmate,"TheAsianSurvey,Vol.XII,No.2(Feb.1972),
pp.156.-167.

9) 11月政変でタノ-ムの革命団を構成したのが25名の軍人および文官 (わずか5名)であったことはほ
ぼ定説となっている｡ふつうその25名を革命団の Hhua-kathi"と称する｡DeeliNiw紙 (前掲)p.16
にその25名全員の名前が得られる｡ほとんど全員がバンコク在住の高官であり,この ｢革命｣が全国的
性格に乏しい政変であったことが明白に読みとれる｡
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この ｢革命委員会｣10'の紹介公表は,18日に召集された全省庁の次官, 局長 154人の集 う場

で行なわれ, 8人はタノ-ムと共に壇上に並んだ｡11)8人のほとんどが周知の有力政治家であ

-)たが, タウィソ･ラーヤナ-ノン侮軍大将の抜擢は新鮮な人事 として注 目されたし,また一

切の政策について関知する立場に就いたことによ-)て, クリット･シ--ワラ-陸軍大将の権力

- トの系列に連なる軍都実力者を中心 とする, 強力な権力の核心が形成されたのであった｡

い うまでもなく,11月政変にたいする権力的反抗はまった く発生せず,いっさいの過程がタ

ノ-ムの筋書 き通 りに円滑に展開した｡ この政変に関して注目すべ きことは,少数精鋭の権力

の核心を作意的 につ くり出し,強力な政治指導態勢をつ くり上 げるよう大胆な配慮が払われた

ことであるO 革命団自体がわずか25名より構成され,12'その内か らタノ--ムによってその8名

が選ばれ計 9名で革命委員会が構成され, さらにその後そのり名を含む16名の ｢革命間執政委

員会 (saphaaborihaankhana-pathiwat)JfJミ革命団布告第34号によって設置され, 革命団員

25名中16名がこの任にあたることになった｡ このような少数精鋭のきわめて機動的な指導態勢

が存在 したとい うことがあっては じめて, その後に大胆に展開される革命団布告による支配が

十分理解されるのであるO

要するに,71年秋以降の タノ-ム ･プラパー トの支配態勢はかな り専制的傾向,つまり悪意

的な傾向を示 し始めるのである｡

1 革命団布告による統治

このような専制化傾向の顕著化 と関連して,71年11月政変の歴史的な意義は,革命団布告に

よる支配の様式が再現 されたところにある｡ 革命団布質は1958年10月にサ リットによって初め

て活用され始めたのであるが, それ以前の政変 (主 として ratthaprahaan)では, rL革命同布

10) この革命団幹部会の公式名称については混乱したままである｡幹部会をタノームが任命公表したとき

には,正式には ｢革命団司会部責任者(caonaathiinaik〇〇ng-banchaakaankhana-pathiwat)｣ という
表現が用いられている｡華字紙は, これを ｢革命委員会｣と表現した (たとえば,『中華晩報』,『星泰

晩報』71年11月18日付参照)｡一部のタイ字紙は,khana-amnuaikaanと呼んだ (たとえば,PhimThai

紙71年11月19日付)0
混乱のもう一つの原因は,政変2日後の11月19日に, この革命団幹部会の英語での正式呼称が,

NationalExecutiveCouncilとするよう決められたことである｡

ところが,さらに,71年12月31日,新たに ｢革命団執政委員会 (saphaaborihaankhana･pathiwat)｣

が,タノームほか計16名よりなる,いわば内閲相当の機関として設けられ,呼称の混乱は深まることに
なった｡

日本のジャ-ナリズムは,革命団自体とそのほかの革命団関係の諸委員会を区別せず, 一切併せて
｢革命評議会｣という表現を用いたが,これはバンコク日本商工会議所の日本語でのブリーフィング自
体がその点で暖味であったことに端を発した誤った用法である｡

本稿では,一応便宜的に ｢革命団｣,｢革命委員会｣,｢革命団執政委員会｣の三つを用いわけることに

したい｡

ll) PhimThai紙1971年11月19口付参照｡
12) 注 9)秦照∩
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菖｣であれ,あるいは ｢布告 (prakaat)Jとい う表現であれ,政変の主体によってさほど使わ

れたわけではなかった｡1957年のサ リット･ク-デタの場合は,まず国王名で ｢軍部首都管理

責任者 (phuuraksaaPhranak〇〇nfaaithahaan)｣を任命する緊急勅令が発せ られ, 続いて

その ｢軍部苫都管理表任者 l0)名で, サ リットが ｢声明 (thaleEngkaan)J を順次発するとい

う手順が採 られている (ただし,声明第 1号はサ リット名であるが,第2号は ｢軍部首都管理

責任者司令部Jの名儀に変わっている)｡13)1947年のピブ-ソ(PhibuunSongkhraam)のク-

デタもはば同様であるrr

このようにして,1958年にサ リットがタイの政治に導入した ｢革命団布告｣は,従来のクー

デク挙行者の宣言のたぐいとは違った法的 ･政治的機能を果たす ことになる｡ ｢革命団布告｣

とは, ｢革命団Jの実力行使によって立憲民主制の一切の制度が廃棄せ られたあと,戒厳令施
●●●

行RLFの無憲法状態において ｢∵準命団｣が発する,法律的効力を伴 う一連の布質のことである｡

革命団布質の公布は一定期間継続され,新たな臨時憲法 (｢王国統治憲章｣)の施行とともに終

告する｡革命団布苦はかな らず官報に掲載され, いったん公布されたあと,正式の改廃の手続

きをとらぬ限 り,そのまま現行法として法的規範力を保ち続けるのである｡ 革命団布告が公布

される無憲法状態の期間中,通常の立法府は存在 しない上 ｢制定法 (phraraatchabanyat)｣の

立法はなく,そ して注目すべきことには,勅令の公布も停止され,その機能はこの革命間布告

が代行する｡14) また, 臨時憲法によって 国会が再現されたあとの段階で, 国会によって追認

(anumat)されることもない｡

このような一種の法的文書としての様式を定めたのはい うまでもなくサ リットであって,そ

れは次ペ-ジの文献 3の通 りである｡ この行政命令的なスタイルは,サ リットか らタノームに

かけて徹頭徹尾変わらない｡

革命団布告を分析する場合の着眼点としては,次の5点がだいじである｡

(1) 文章構成

(2) 内容の傾向の分類的把握

サ リットの革命団布告に関しては次のような分魔 が可能である｡15)

13) cf.UdomPramuanwithayaa.C33mbhonSariiThanardt,1964,pp.196-199.声明文の文章のスタ
イルが,きわめて丁重で柔かく,そして肝心なことは.｢命令する｣という表現がまったく用いられてお
らず,それにかえて ｢希望する｣という表現になっている｡まして ｢声明｣は法律的に使用しようとす
る意図はまったくかげっていない｡そして,たいそう注目すべきことに,国王の勅令 (Praboromaraat･
chaoongkaan)に関してのみ,｢布告｣という表現が頭に付されてある｡その点で,同じサリットでも,
1957年のク-デタと58年のクードマンとで大きな変化をみせているのである0

14) ｢革命団布告｣がこのように国王の権限の一部を奪う事実は もっと注目されていい事実ではなかろう
か｡｢革命団｣が,1957年までのク-デタ集団と違って, かなり世俗的-自己正統化志向的体質をもっ
たということは検討に値する仮説である｡この傾向は,サリットの革命団よりはタノームの革命団にお
いて露骨に強まっている｡それを物語る一つの証拠は,国王-敬譲の意を表するための革命団布告 (サ
リットの布告第9号),および国王の革命団党首への ｢おばしめし｣を伝える革命団布告 (サリットの
布告第10号)に該当するものがタノームの布告から欠落している事実である｡

15) 矢野,前掲論文 (注1参照)pp.27-28参照｡
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文献 3 革命団布告の典型的なスタイル (この例はサ リットの布告第54号)

下線部分 ①･--布告理由が理由を示す接続詞に導かれて始まる (こ

こでは d〇〇ithiiが用いられているが,そのほか taam

thii,duai,naangcaak,taam,ph屯a,nnangduaiなどが
使われる)0

①--･命令内容が ｢革命団党首は,よって,以下のように

命令する｣とい う文章に導かれて書かれる｡

③･--革命団布告が,他の制定法と同一の法的効力をもつ

ことが明示されてある｡

④･--当該布告発効の日付｡

⑤--布告の日付｡

⑥---革命団党首の名前｡
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行政命令的なもの
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(3) 法的規範力の問題

この問題については,第Ⅳ章で詳 しく検討するが,あらゆる条件はサ リットの段階

で整え られている｡特に国民の不利益行為につなが りかねない命令事項の場合,当該

布告が特定の制定法あるいは勅令, 省令に等しい法的効力 (phonchaibangkhap)

を持つ旨を布告の中に明記するルールを確立したのほサ 1)ットであった (たとえばか

Itの布告第35号第 3項, 第38号第 3項あるいは第53号第 4項など)｡ いずれにせよ,

革命団布告が重層的な実定法体系のどの レベルに属するかほ一定せず,その点では融

通無凝な法的機能を果たすのである｡

(4) 起草立案の政治過程

この局面に関する限 り, サ リットの段階ではまだ明確なルールは決まらず,17)タノ

ームの段階に至っては じめてある種のバク-ン化がなされるのである｡

(5) 革命団布告のあとに続 く臨時憲法 との関係

革命団布告と臨時憲法とのあいだになん らかの機能的連関があるかないかはだいじ

な問題である (次章参照)0

このような五つの着眼点とは次元を異にする もう一つの重要な問題がある｡ それは,そもそ

も,このような特異な統治様式がどうして出現するのか, とい うことである｡ この間題に関し

ては,少なくとも次の三つの事柄を検討 してみなくてほならない｡

まず第一は,政治権力の特質が,サ リヅトの段階において,過去の特定の段階に先祖帰 り的

に回帰するものにな りはしなかったのか, とい うことである｡18)この革命団布告による統治の

スタイルは,い うまでもな く絶対王制期における国王の政治機能にかな りの度合類似したとこ

16) 外交関係の≡布告のうちの一つが,中国との交易を禁じた有名な革命団布告第53号である.
17) サリットの場合,かれ個人の政治哲学ないし政治的確信が個性的であり,また政治的使命観も強烈で

あったことから(矢野暢 『タイ,ビルマ現代政治史研究』pp.236-244参照),サリット自身の発案にな
るもの,あるいはサリット白身加筆訂正を加えたものとおぼしきものがいくつか含まれている｡そうい
うことで,サ1)ットの発した57の布告には,文章のスタイルや内容の性格に画一性は乏しい｡この点は,
タノームの革命団布告の特徴と比べると対照的であって,発想,起革,立案,布告の過程がまだ柔軟で
あったことをしのばせるのである｡

18) 矢野,前掲書,239-240べ-ジ参照.
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ろをもっている｡ 少な くとも,政治権力自体が外在の正統性原理に依拠せずに自己正統化の機

能を内包する点が肝要である｡ このような古典的な政治文化を復活させたところにサ リットに
●● ●●

よる革命団布告のいわば画期的な特質がみ られるのであ り,その点では,タノーームにはたんな

る模倣性ないし便乗性があるだけで,両者の決定的な違いがそこにみ られるのである｡

第二に,議会制民主主義に加えて,串命用布苧打こよる統治が必要とされる現実的諸条件を考

えてみなくてほならない｡政治社会ないし経済構造の近代化の結果として,政治過程に投入さ

れる政策的課題は当然のこととして多様化 し,繁雑化するか らには,革命同布告のような迅速

な政策立案の方法が曙好される可能性は強まるのであるO その可能性が具体的にサ リットの革

命団のような形で現実化するためには,むろん複雑な特殊要因が重な りあって働いたのであっ

て,その過程は改めて総合的に検討されなくてほならない｡

第三に,タイの司法界の体質,すなわち,無憲法状態で,法源す ら暖味な疑似立法を許し続

けるとい う脆弱な体質が問われなければならない｡19)

いずれにせよ,サ リットの革命岡布告による支配の検討を通 じて, このような複合的な諸問

題が浮かび上がってくる｡ タイの現代政治史にほとんど先例のない統治様式を,わずか 3カ月

ではあれ実行し,そしてその間にある種の型を基本的にパターン化 したところに,サ リットの

歴史的貢献の一端がある｡

ところで,タノ-ムほ, このサ リットのパターンと比べた場合,革命団布告による統治の様

式にどのような特徴をみせたのであろうか｡

Ⅲ タノームの革命団布告

サ リットの革命団布告による統治 と比較した場合, タノームの革命団布告には顕著な特徴が

い くつかあるように思われる｡ 両者はある面で共通点をもちながら,けっして同じではない｡

まず,革命団布告による統治の期間が,サ リットの3カ月余 りにたいして1年 1カ月とひ じ

ょうに長期に及んだ点が注 目される｡ このことは,無憲法状態を長期間継続させることにたい

する選巡が,タノームにはさほどなかったことを暗示する｡ つまり, タノームほ革命団布告の

妥当性に確信をもち,その確信に安住 しようとしたのである｡ その妥当性をめぐる確信を支え

たものは,一つにはほかならぬサ リットが先例をつ くつたとい うこと, もう一つには,民主主

義特有の遅滞を許さない時代的要請をめ ぐる判断があったと考えられる｡

改めて確認すると,タノ-ムによる革命団布告の公布は,1971年11月17日付に始まり,翌72

年12月13口付を最後に, その間計364号の布質が発せ られている｡ これはひと月平均に甫すと

19) この重要なテーマについて,ほとんど深い議論がなされないのは不思議なぐらいである｡1972年,メ
ノームの革命団布告第299号をめぐる紛糾を通じて, 司法権の問題についての議論がなされ始めはした
ものの,1932年の人民党革命以降,とくに47年の変政団クーデタ以降の司法界の体質についての歴史学
的な分析が加えられなくてはならないように思う｡
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毎月28布告が出された計算になり, サ リットの布告の月平均19を凌駕する (表 1参照)｡ これ

は ,サ リットの革命団布告の時期から数えるとおよそ13年の時の経過があ り,時代の推移とと

もに政治過程に投入される政治的課題の質および量に大きな変化が生 じた事実と無関係ではな

かろう｡

表 1 タノームの革命団布告月別公布数分布

年
月

布
告
数

ここで,タノームの革命団布質にみ られる特徴を検討してみたいと思 う｡ その場合,とりあ
●●●

えず,問題を二つにしぼ り,一つは革命団布告による支配の期間が長期化したことが,タイの

政治過程にどのような変化をもたらしたのか,そしてもう一つは,タノームの革命団布告に反

映 している政治的課題の多様化は どのような具合であるのか,を考えてみることにしたい｡

まず第一に,革命団布告による支配期間が長期化したことによって,革命団布告の継続を前

提としてそれに食わせた政治過程ないし政策決定過程が形成されることになったという事実｡

タノーム政権で1972年段階で形成された政治過程を図式化すれば,おおよそ図1のようになろ

う｡ この政治過程の特徴は,政策立案 ･決定が革命団によって独占されている, したがって国

民一般からの政策的インプットは,革命団の温情主義を媒介として,疑似 (fictive)インプッ

トとして取 り込まれるだけであったとい うことにみ られる｡

それよりも,本質的にだいじなことは,革命団布告の ｢妥当性｣を前提 として,このような

政治過程がバク-ソ化されたことそのこと自体である｡ サ リットが革命団布告による支配を行

なった1958年10月20日から翌59年1月27日までの3カ月余 りの期間は,サ リット自身において

政
策
決
定
過
程

統

治

追

付

図1 革命団布告の政治過程
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あくまでも暫定的な過渡的な期間と了解されており,その意味で革命団布告の政治的 ･法的機

能も固定的には理解されず, また革命団布告を軸とする政治過程の形成もみなかった｡事実,

サ リットの革命団布告は文章のスタイルも不統一であり,革命団布告の法的効力をめぐる疑念

も消されないままであった｡その意味でサ リットの場合,革命団布告に安住することはありえ

なかったのである｡ この点, タノームにおいてほ, 革命団布告の法的規範性-の確信は強 く

あ り,それ自体の政治機能の効用も明確に意識されてお り,だからこそ,革命団布告の妥当性

を前提とした政策決定過程を公式,非公式にパタ-ソ化することができたのである｡

それでは,タノ-ム政権にとって,1972年12月の臨時憲法の発布はなにを意味したのであろ

うか｡だいじなことは,サ リットと違って, タノームは臨時憲法よりも革命団布告の積み重ね

によるある種の政治的規範体系の確立のほ うを 重視したということである｡ それを示すもの
●●●●●●●●●●●●

は,タノームが臨時憲法発布を決断した72年秋以降,憲法発布後に備えるための革命団布告の

布告数が激増した事実である (表 2参照)｡ とくに, 憲法発布 2口前の12月13日には, 1日で

65布告を発し, 1日での公布数の空前絶後の記録をつ くっている｡ しかも,その65布告の内容

を細か く検討すると,戒厳令の改正 (布告第303号),仏暦2497

年兵役法, 仏暦2469年関税法, 土地法 (それぞれ第300号,第

329号, 第334号)などの改正, 軍事法廷構成法の改正 (第302

早),国家公務員法の改正 (第358, 359,360,362号等)など

国家統治上重要な法令および革命団布告の改正が28布告 も含ま

れているほか,共産主義者鎮圧に協力した国民にたいする授勲

制度の導入 (第305号),内務省の機構改革 (第332号),首那圏

表2 タノームの革命団布告
日別布菖数最多記録

職位

1

2

3

4

5

65

24

11

72･10･31 1 9

統治規則に関する布告 (第335号)などが含まれている｡

いずれにしても,タノームにおいては,革命団布告と臨時憲法との関係が明確に意識されて

いたのである｡ すなわち,端的にいえば,臨時憲法は悪意的な法解釈ないし独裁権力正統化の

手段としては有効ではあっても,それによって自由な政策決定ができるわけではなく,その意

味で政策面での自由裁量の余地は乏しくなるのであった｡ したがって,革命団による専制的支
●●●

配の制度的 ･政策的枠組みは,革命団布告の積み重ねによって事前に (exante)準備される

べきだと考えられたのである｡ これは臨時憲法自体の法的規範性をより実質化する配慮として

も妥当であった｡サ リットにおいては,臨時憲法と革命団布告との機能の関連はこれほど深 く
●●●●

読まれてはいなかったのである｡ ただ,結果的にサ リットの革命団布告が実質的な政治機能を

働いたことは改めてい うまでもないことである｡

次に第二の問題として, タノームの段階で政治社会からの要請がどれだけ革命団布告の内容

構成を変化させたかを検討してみる必要がある｡ タノームの革命団布告を内容によって大雑把

に分類したものが表 3である｡いずれにしても,布告の内容の面では,サ リットの革命団布告
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との違いは歴然 としている｡

まず,革命団布告の機能が国会の立法機能な

い し政令の機能を完全に代行するよう割 り切 ら

れたことか ら,布告の内容は多彩なものになっ

ている｡ そ して,サ リットの段階ではまった く

発生 しなかった問題,たとえば国立大学新設の

問題な どが発生 したため,それが大学に関する

21の布告 となってあ らわれた りしている｡ それ

よりも注 目すべ きは,第 3次 5カ年計画に伴い

遂行 されることになった多 くの国家開発計画の

ために,土地収用ない し国有地払い下げに関す

る布告が多数発せ られている事実である｡ それ

と並んで,各地の国有地に自立開拓村 (nikhom

saang ton eeng)を設けるための布告 も注 目

表3 タノームの革命団布告内容別分類

(総数364布告)

内 容

一般行政命令的性格の布告

敬

土地の譲渡に関する没収命令
国有地払い下げ
その他

行政機構改革に関する布告

大学行政に関する布告

法令の改廃を命ずる布告

法令廃棄
法令改正
革命団布告改廃

経済 ･財政政策に関する布告

共産主義活動に関する布告

国策の基本原則に関する布告

71年11月政変に伴われた布告

外交政策に関する布告

そ の 他

され る｡ また, タノームにおける革命団布告活用の大胆さを反映 して, 法令の改廃の数が急増

している｡ 内務省を中心 とする行政改革 も頻繁に行なわれている｡ 経済 ･財政関係で注 目すべ

きことは, 国家予算が 2年度にわたって 革命団布告で作成されている事実である (布告第10

早,第220号)0

このように政策立案が ことごとく革命団布告によってなされたため, タノームの革命団布告

のスタイルには,少な くとも二つの顕著な特徴があ らわれ ることになった｡ 一つは文章のスタ

イルの画一化であ り,20)もう一つは文章の長文化である｡21)げ っきょく, タノ-ムの革命団布

告は,サ 1)ットのそれがかな りの度合個性的な政治哲学をかげ らせていたのと違 って, ごく事

務的な没個性的な公文書であったようである｡ あるいは,その点にタノ-ムの ｢個性｣が反映

していたともいえよう｡

Ⅳ 革命団布告の法的性格

ところで,革命団布告の性格をより明確に捉えるためには, 革命団自体の権力行使の様式を

20) 文章のスタイルの画一化は,革命団布告の布告理由を導く接続詞がほとんど d〇〇ithiiの使用に限ら
れるようになった事実に象徴されている｡全364布告中,d〇〇ithiiに導かれるケ-スは341布告もある｡
そのほかのケースは,taam thiiが9布告,dual,naangduaiがそれぞれ5布告,taam が2布告,そ

して phaa,naangcaakがそれぞれ1布告となっている0

21) Niitiweet版の Ruam prakaatkh〇〇ngkhana-pathiwatのページ数で計算してみると,サリットの
革命団布告は最高5ペ-ジであったのにたいして, タノームになると,最高48ページ (布告第10号),
そのはか45ページ (布告第220号),31ペ-ジ (布告295号),27ページ (布告第218号),23ペ-ジ (布告

第217号),20ページ (布告第257号)など10ページを越えるものだけでも,23布告を数えるのである｡
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もっと具体的に理解 してお く必要があるように思われ る｡

1972年12月16日の臨時憲法発布に至 るまでの期間, タノームの革命団は,革命団布告を中核
●●●●

とす る重層的な強権発動のメカニズムを もつ ことに よって支配を行なった｡22'革命団の支配手

段の重層性を表示す ると表 4の通 りとなる｡ こ

の裏にみ られ るように,革命団布告は,それを

支えるあ と二つの レベルが あった と考え られ

る｡

｢革命団党首命令(kham-sanghuanaakhana-

pathiwat)｣は, 革命団布告 と同様に タノーーム

の副署 とともに発せ られ るものであるが,主た

表4 革命団支配様式の三層レベル

目 撃 法重 奏 :･･_･･_･__;･覇 &_団扇 ~~

l

Ⅱ ≒強権命令 -･-･･革命団党首命令

∴ ∴-A:L:

Ⅲ !世論対策 ---革命団公報部解説

る機能は, (1)重罪をおか した犯罪者にたい して死刑ない し長期の懲役刑を課す る23),(2)政府に

関係 した民事係争に裁 きをつける (た とえば ｢命令2515年第 5号｣は土地をめ ぐる詐欺事件を

扱 っている), (3)革命団布告に準ず る行政上の命令を発す る (例 ｢命令2515年第 4号｣｢第11

号｣な ど)にわかれた｡24)

｢革命団司令部命令 (khan-sangk〇〇ng-banchaakaan khana-pathiwat)｣は,｢革命団党首

命令｣ よりはるかに多い頻度で発せ られている｡25) これの機能は主 として人事移動であった｡

司法を含む文官関係の人事だけでな く, 軍部や警察の人事移動 もこれによって行なわれたが,

文官武官を問わず,特定階級以上のものに限定 されている｡

｢革命団告示｣は, prakaatkhana-pathiwat と表記 され,革命団布告 とひ じょうにまざら

わ しい表現であったが,その内容 と機能は, 革命団布告 とはまった くかけ離れた ものである｡

｢革命団告示｣の機能は多岐にわたってお り, -一つにまとめ ることは難 しい｡二,三の例をあ

22) 強権的支配の重層的メカニズムという視点の設定を行なった場合,本稿で行なう捉え方とは異なった

捉え方もむろん可能である｡すなわち,革命団布告と同類の法的装置を特定の時期に限らず探し求める

ことによって,たとえば戒厳令 (kot-ayakaans也k),共産主義活動防止法 (phraraatchbanyatp〇〇nkan

kaan･kratham anpenk〇〇nliunit)などと併せてタイの権力的強制の論理を求める発想である (矢野前

掲論文 ｢タイ国の政治指導の特性｣がその視点に基づいて執筆されたものである)｡しかし,ここでは,

革命団布告をより下位のレベルから支える権力的強制の手段にだけ焦点をしぼって考えることにする｡

23) ｢革命団党首命令｣が判決を下すときの形式は,｢特定の犯罪事件を革命団として審理の結果,〇〇年

の懲役刑がふさわしいと判断するので,内務省は本命令を執行し,早急にその結果を報告すべし｣ とい

う文章構成になっている｡革命団党首が このように司法権を行使できるということは, 革命団布告第

323号によって,革命団布告による支配の最終段階で明示的に追認されている｡

24) ｢革命団党首命令｣のなかに,革命団布告に準ずる内容のものがあるのは事実であり,その意味では,

革命団布告と党首命令との相互補完関係に注目する必要があるようにも思われる｡

25) 1971年についてみると,｢革命団司令部命令｣が92布告,それにたいして ｢革命団党首命令｣は4布

告のみ,そのほかそれに類似したまだ定型化されていないものが 1, 2み られるだけである｡｢革命閏

党首命令｣がはっきりとした形式を備えるのは,1971年11月30日付で発せられた｢命令2514年第1号｣以

後のことであるocf.RailhasaPhaasaan,piithii20,chabap1,pp.85-7,Chabapthii2,pp.106-7,

および RaiihasaPhacsaan,piithii19,Chabapthii12,pp.156-7.ただし,1972年になると ｢革命団

党首命令｣の発せられる頻度は増加する｡
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げると,｢~告示2914年第11号｣は,『バ ンコク･ポス ト』紙が革命団党首の発言を曲解 して報道

したのにたいする再説明を行なうためのものであ り,それに続 く ｢告示第12号｣は世界各国の

軍人対抗の国際競技大会が 当初の予定通 り開催されるという確認であ り, l苓 示第13号｣は士

官学校生による練兵式が行なわれる日時の予告である｡26)このように, ｢革命団菖札jには強

権命令的性格はす こぶる稀薄ではあるが,ある種o)政治効果を伴 ')ものであ-)たことは否めな

い事実である｡

最後に, もう-一つのレベルを代表するものとLて, ｢革命団公報那解 説 (kham-thaleEng

kh〇〇ngk〇〇ng-prachaasamphankhana･pathiwat)｣があるが,これは二重の機能を果たした｡

一一万では,革命団として重視する各省庁の政策遂行をたすけるために,省庁の告示を公報する

機能である (例 :1972年 1月4目付での経済省告示に関する公報)(〕 しか しながら他方におい

て,革命団布告で世に問われる革命団の施策の趣旨を解説するために,多 くの ｢公報部解説｣

が出されている｡ いうまでもなく,後者のほ うが ｢公報部解説｣の主要な機能であった｡いず

れにせよ,｢公報部解説｣は, 革命団の対世論対策の一環として, とくにマス ･メデ ィアとの

対話の方便として巧妙に活用されたのであった｡27)
●●●●

このような重層的な構造の中にあって,革命団布告はある種の局限された機能を果たしたの

である｡ このことは,革命団布告が墳末な事柄まで扱いはしなかったとい うことを意味 し, し
●●

たがって,もし革命団布告が盈末な事柄を扱ったとすれば,それは革命団布告の質的な堕落を

意味 したのであって, そのこと自体検討に 値するとい うことになろう028'そのことは ともか

く,-一般論的にいって,革命団布告は,経済,教育,国土開発などの諸局面での国策の基本原

刺,外交に関する重要な決定,治安対策の大綱,法律の改廃,国家統治機構の改革,そ して国

民の不利益行為についての強権発動などの局限された事柄に関 して布告されたのである｡

このような革命団布告が法的規範性をもち うる根源を法律論的に考えてみると,少な くとも

次の五つの条件が浮かび上が-)てくる｡

まず第-に, 革命団布告によって現 行の成文憲法が廃棄されることそれ 自体である｡ また,

新たな臨時憲法が施行され ることによって,革命団布告のその後の布鮎 よ停止される｡ これ ら

26) Ratihasabhaasdan,piithii19,Chabapthii12,pp.146-8.
27) 革命団が ｢司令部 (ko〇ng･banchaakaan)｣ とか ｢公報部 (k〇〇ng-prachaasamphan)｣などの部課制

をとったのは,11月政変の直後からであった｡これら以外にどのような内部区分があったかはさだかで
はないが,いずれにしても悪意的に設置されたものであったと考えられる｡これらの非公式な装置は,

その後の ｢革命団執務委員会｣等の官制化後も温存されるのである｡なお ｢公報部｣の公報担当官は,
アメリカ大統領の報道官と同一の機能を働いたが,タノームほそのポストに ChalaamcaiCaaruwatを
抜擢して重用した｡

28) この意味での ｢堕落｣すなわち項末主義(trivialism)への傾斜は皆無であったとはいえないようであ
る.たとえば,ボーリソグ場など公共娯楽施設の営業時間を制限する布告第45E3A,立太子式を記念する
記念貨幣を発行するための布告第318号などほその例とみなしてよかろう｡ しかし, このような贋末主
義はサリットの革命団布告に早くも端初が見られるという見方もなりたつのである｡
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のことは,革命同布告がかな り高次の法的規範性を備えているとい う解釈につなが りうるので

ある｡

第二には,革命団布告によって制定法の改廃が行なわれることである｡ たんに制定法だけで

な く,勅令の改廃も (たとえばタノームの革命団布告第61号,第155号など),そして革命団布

告 自体の改廃も行なわれる｡ 革命団布告による制定法改廃のいちばん最初のケ一一スは,1958年

10月20日付のサ .)ットの革命団布告第 8号により, r仏暦2498午政党法｣が廃止された事例で

ある｡ さらにサ リットは, ｢仏暦2499年労働法｣ も布告第19号によって廃止している｡ タノ←

ムになると,革命団布告により廃棄された法令は1O,改正を受けた法令は刑法等を含む84の多

数にのぼるのである｡

第三に,い くつかの革命団布告の記述の中に, 革命団布告が通常の制定法と同格の法的効力

をもつとい うことが明記してある事実である｡ クノームの布告でいえば不動産収用に関する多

くの布告,たとえば第26号第 3項, 第33号第 3項その他多数の布告の中に革命団布告が特定の

制定法と同一の法的効力 (phonchaibangkhap)をもつ ものと明示的に規定 してある｡

第四には,タイの裁判所の行なった司法解釈によって,革命団布告の法律的性格が確認され

ている事実である｡

そして第五には,憲法復活後,革命団布告の改正 (ないし廃止)浴, 国会による通常の立法

手続によって,｢革命団布告第---号改正に関する法律｣(phraraatchabanyatkEekhaiphddm-

thddmprakaatkh〇〇ngkhana-pathiwatchabapthii--･･) とい う形式で行なわれた事実で

ある｡

この五つの条件は, ことごとくサ リットの革命団布告の時代に固め られたものであって,そ

の段階で事実的規範性を帯びたまま, タノームの段階ではなんらの懐疑を伴わずに法的に機能

することになった｡ただ,このような法律論的条件もだい じではあるが,もっと本質的な次元

で革命団布告の規範性の条件として働いたのは, タイにおける ｢権力｣をめぐる政治文化それ/

自体であった｡すなわち,政治権力の正統性が権力自体の自己正統化機能に支えられるとい う

政治文化である｡29) このような特殊な政治文化を抜 きにしては,革命団布告のような特殊な現

象は発生 しえないのである｡

いずれに しても,革命団布告による統治は,既存の法体系の上に新たにい くつかのあいまい

な法的装置を重ねることによって行なわれたのである｡ その意味では,革命団布告は,タイの

政治文化のもう1-面である ｢疑似法治主義｣の所産であるともいえよう｡

29) 矢野,前掲書,143-4ペ-ジ参照｡タノ-ムの革命団布菖には,この自己正統化のカルチャーにつ
ながる傾向のものがいくつか含まれており,とくに ｢革命団｣の権限すなわち権力的地位の定義を行な
うための布質には,それが大胆にかげっている｡たとえば,革命団党首命令には裁判所の判決と同一の

法的効力を付与するという趣旨の布告第323号,および革命団党首に首相および内閣と同一の権限を付
与する布告第8号は重要である｡
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お わ り に

タノーム政権は,1972年12月16日か ら臨時憲法による統治に移行したが,その後 1年足 らず

して,73年10月15日,学生を中核とする大規模な反政府運動のた捌こ崩壊するのである｡

1971年11月に革命団布告による統治を開始 したとき, タノームの念頭にあったのは迅速かつ

的確な政策立案実行および政治指導の時代的対応性の確保とい うことであった｡そのために,

わずか25名よりなる閉鎖的な革命団の内部に政策立案の発議と裁可の一切の権限を取 り込んだ

のであった｡

ところが,たいそ う皮肉なことに,そのために三つの大きな弊害が生 じたのである｡ 一つに

は,政治権力の負荷が過重になり,統治の効率がかえって低下 したとい う事実である｡30)もう

一つには,政策立案過程-のインプットがたいそ う窓意的なものに堕 し,たとえば国有地をタ

ノームに払い下げるために 革命団布告が 公然と発せ られる (布告第238号) ような現象す ら生

じるのである｡ そして,なによりも決定的なことには, ｢革命団｣が一つの悪しき政治象徴と

して機能し,一切の権力悪を許容する免罪符的機能を持つようになったことである｡ そのよう

な権力万能の状況は,それにふさわしい体質の人間の台頭を許すのであって,たとえばプラパ

ー トのごときは,タノームをしのぐ実力と威信を備えるようになる｡ けっきょく,71年秋以降

のタノ-ム政権は,本質的な脆弱性をもっていたのであ り,そ して,過剰自己正統化,疑似法

治主義,反知性主義的体質などの病弊を露皇することによって統治権力としての社会的妥当性

と正統性とをしだいに失っていくのである｡

73年の10月政変は, ｢憲法要求グループ (klum riakr〇〇ngratthathammanuun)｣の不法逮

捕に端を発している｡31)逮捕された11人の学生たちが掲げた ｢窟法要求｣は,い うまでもなく

民主的な永久憲法の成文化の要求であったろうが, より横棒的には,革命団布告による前時代

的な統治様式あるいは臨時憲法第17条の発動に頼る強権的な支配株式-の知的な挑戦であった

と考えられる｡その意味で,10月政変の政治過程の端初を,71年11月に始まるタノ-ムの革命

団布告による支配に求めることはけっして間違いではないのである｡32) いわば,タノーム政権

は,革命団布告による統治様式を完成させた, まさにそのことによって,統治権力としての正

統性を喪失 したのであった｡それはす こぶる自然な現象であったといえよう(〕

(1975･2･1)

30) cf.Saneh Chamarik,HQuestionsofStabilityandSecurityinThailand,HRajaretnam andLim
SoJean(ed.).TrendsinThailand,1973,p.92-96.

31) HKhunYeeng":RatthathammanuunSiiL屯at,1974,pp.25-44.

32) より具体的なことをいえば,司法の中立性をめぐって問題になった布告第299号事件はタノーム政権
下で学生運動に活力を与える契機になったし, また外国系企業の規制を目指した布告281号, および外
国人の職業規制を打ち出した布告322号は,学生の日本商品不買運動を側面的にたすける効果を働いた
のであるoこのようにして,革命川布告のなかに,10月政変と関係のある布JlIi･を探し求めることもあな
がち不当ではないのである｡

435


